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国税庁の発表によると、平成20年度の新規発生滞納額は8,988
億円で、このうち、消費税の滞納が最も多く、全体の半分近い4,118億円を占めています。
20年秋からの経済不況は21年度の滞納額に影響するため、赤字であっても納税が必要と
なる消費税の滞納額が、21年度は大幅に増えることが予想されます。

滞納額の半分は消費税

国　税／給与所得者の年末調整

今年最後の給与を支払う時

国　税／給与所得者の扶養控除等（異動）申告書

及び保険料控除申告書の提出

今年最後の給与を支払う前日

国　税／11月分源泉所得税の納付 12月10日

国　税／10月決算法人の確定申告

（法人税・消費税等） 1月4日

国　税／4月決算法人の中間申告 1月4日

国　税／1月、4月、7月決算法人の消費税の中間申告

（年3回の場合） 1月4日

地方税／固定資産税・都市計画税（第3期分）の納付

市町村の条例で定める日

労　務／健康保険・厚生年金保険被保険者賞与支

払届 支払後5日以内

（師走）December

23日・天皇誕生日12月
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年
末
調
整
は
、
給
与
の
支
払
者
が

給
与
の
支
払
い
を
受
け
る
一
人
一
人

に
つ
い
て
、
毎
月
の
給
与
や
賞
与
な

ど
の
支
払
の
際
に
源
泉
徴
収
し
た
税

額
と
、
そ
の
年
の
給
与
の
総
額
に
つ

い
て
納
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
税
額

（
年
税
額
）
と
を
比
べ
て
、
過
不
足
を

精
算
す
る
も
の
で
す
。

１
　
年
末
調
整
の
対
象
者

年
末
調
整
の
主
な
対
象
者
は
、
以

下
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
人
で
す
。

a

一
年
を
通
じ
て
勤
務
し
て
い
る

人
s

年
の
中
途
で
就
職
し
、
年
末
ま

で
勤
務
し
て
い
る
人

d

年
の
中
途
で
退
職
し
た
人
の
う

ち
、
次
の
人

①
　
死
亡
に
よ
り
退
職
し
た
人

②

著
し
い
心
身
の
障
害
の
た
め

退
職
し
た
人
で
、
そ
の
退
職
の

時
期
か
ら
み
て
本
年
中
に
再
就

職
が
で
き
な
い
と
認
め
ら
れ
る

人
一
方
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す

る
人
は
、
年
末
調
整
の
対
象
外
と
な

り
ま
す
。

a

前
記
対
象
者
の
う
ち
、
本
年
中

の
主
た
る
給
与
の
収
入
金
額
が
二

千
万
円
を
超
え
る
人

s

二
カ
所
以
上
か
ら
給
与
の
支
払

い
を
受
け
て
い
る
人
で
、
他
の
給

与
の
支
払
者
に
「
給
与
所
得
者
の

扶
養
控
除
等
（
異
動
）
申
告
書
」

を
提
出
し
て
い
る
人
や
、
年
末
調

整
を
行
う
と
き
ま
で
に
「
給
与
所

得
者
の
扶
養
控
除
等
（
異
動
）
申

告
書
」
を
提
出
し
て
い
な
い
人

（
月
額
表
又
は
日
額
表
の
乙
欄
適
用

者
）

な
お
、
年
末
調
整
は
「
給
与
所
得

者
の
扶
養
控
除
等
（
異
動
）
申
告
書
」

の
提
出
が
前
提
で
す
の
で
、
必
ず
提

出
し
て
も
ら
う
必
要
が
あ
り
ま
す
。

２
　
住
宅
借
入
金
等
特
別
控
除
額

入
居
開
始
年
に
よ
り
、
表
１
の
よ

う
に
な
っ
て
い
ま
す
。
た
だ
し
、
適

用
初
年
度
は
確
定
申
告
が
必
要
で
、

年
末
調
整
で
は
対
応
で
き
ま
せ
ん
。

12月号 2



3 12月号



12月号 4

所
得
税
法
で
は
、
会
社
そ
の
他
の

団
体
の
役
員
、
顧
問
、相
談
役
又
は
参

与
な
ど
で
、常
に
は
出
勤
を
要
し
な

い
者
に
対
し
、
そ
の
勤
務
す
る
場
所

に
出
勤
す
る
た
め
に
行
う
旅
行
に
必

要
な
運
賃
、宿
泊
料
等
の
支
出
に
充

て
る
も
の
と
し
て
支
給
さ
れ
る
金
品

で
、社
会
通
念
上
合
理
的
な
理
由
が

あ
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
支
給
さ

れ
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
旅
費
の
非

課
税
規
定
に
準
じ
て
課
税
し
な
く
て

差
し
支
え
な
い
と
し
て
い
ま
す
。

た
と
え
ば
、
大
阪
に
住
ん
で
い
る

非
常
勤
取
締
役
が
、
東
京
で
行
わ
れ

る
取
締
役
会
に
出
席
す
る
た
め
に
支

給
さ
れ
た
交
通
費
に
つ
い
て
、
通
常

必
要
な
旅
費
に
該
当
す
る
も
の
で
あ

れ
ば
、
所
得
税
は
非
課
税
と
し
て
取

り
扱
わ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

通
勤
手
当
と
し
て
の
取
扱
い
で
は

あ
り
ま
せ
ん
の
で
、
月
額
一
〇
万
円

の
上
限
規
定
は
適
用
さ
れ
ま
せ
ん
。

個人住民税の特別徴収

給与所得者の住民税については、原則
として所得税と同様に、給与から控除す
ることになります。これを特別徴収とい
いますが、それぞれの社員の住所地の市
区町村から送付されてくる「特別徴収税
額通知書」に記載された金額を控除しま
す。住民税は、その年度分の年税額につ
いて、６月支給分から翌年５月支給分ま
での給与から、それぞれ12等分した金額
を控除することになっています。
12等分する際に百円未満の端数が生じ

た場合、その端数はすべて６月分に合算
しますので、たとえば、年税額が
194,700円だとすれば、194,700円÷12＝
16,225円ですから、７月分～５月分は百
円未満を切り捨てた16,200円となり、６
月分だけは194,700円－16,200円×11＝
16,500円となります。
なお、年税額を12等分して毎月の給与

から控除するため、所得税と異なり賞与
から控除することはありません。

永年勤続記念品等

当社では、永年勤続表彰制度
を導入しようと考えていますが、
記念品等を支給する場合、税務

上の問題はあるでしょうか。

永年勤続者の表彰に伴って記
念品等を支給する場合の経済的
利益については、｢使用者が永年

勤続した役員又は使用人の表彰に当たり、
その記念として旅行、観劇等に招待し、又
は記念品を支給することによりその役員又
は使用人が受ける利益で、次に掲げる要件
のいずれにも該当するものについては、課
税しなくて差し支えない｣とされています。
① その利益の額が、その役員又は使用人
の勤続期間等に照らし、社会通念上相当
と認められること
② その表彰が、おおむね10年以上の勤続
年数の者を対象とし、かつ、２回以上表

彰を受ける者については、おおむね５年
以上の間隔をおいて行われるものである
こと
なお、記念品に代えて現金を支給する場

合には、所得税の課税対象となり、源泉徴
収も必要となります。
また、現金そのものではなくても、商品

券などは現金と同様に取り扱われることに
なりますので、注意する必要があります。
旅行券についても、何ら条件も付けずに

支給する場合には、商品券に準じて課税対
象になると考えられます。ただし、旅行に
のみ使用することを前提として、次のよう
にその使用状況をきちんと管理している場
合には、原則として課税されないこととさ
れています。
①旅行券支給後１年以内に旅行を実施する
②一定の事項（旅行日・旅行先・旅行社等
への支払額等）を記載した報告書に、必
要資料を添付して報告させる

③１年以内に旅行券を使用しなかった場合
には返還させる

非
常
勤
役
員
の
出
社
交
通
費


